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監査の結果について（公表） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく監査を執行したので、同条第９項の規定により

その結果に関する報告を次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査の対象範囲及び対象部課 

下記の監査対象課の所管に属する平成２９年度中における財産管理事務のうち、当該年度

中に異動があった公有財産（土地・建物）の管理事務 

（１）企画政策部  資産経営課 

 

２ 監査の実施期間 

平成３０年６月１２日から平成３０年７月２０日まで 

 

３ 監査の方法及び関係帳簿等 

財産の取得、管理等の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、契約

書、財産引継書及び財産台帳等の書面調査等を実施するとともに、関係職員に説明を求めた。 

財産台帳（土地・建物）、財産引継書、廃止財産引継書、登記関係書類、財産に関する調 

書及びその他関係書類。 

 

４ 監査の結果 

企画政策部 

（１）資産経営課 

ア 市有財産（土地・建物）の平成２９年度中における取得、処分等の財産異動につい

て、契約書、財産引継書、登記関係書類及び財産台帳等を照合検算した結果、正確に

処理されていると認められた。 

 

 

以 上 


